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社会福祉審議会の概要について  

 

 

■社会福祉審議会とは  

社会福祉審議会は、中核市移行に伴い、社会福祉法第７条第１項及び第１

２条第１項、子ども・子育て支援法第７７条第１項並びに就学前の子どもに

関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２５条の規定に基

づき設置するもので、広く社会福祉に関する事項を調査・審議するための附

属機関です。  

 

 

■社会福祉審議会の構成と役割  

 社会福祉審議会は、調査・審議内容が社会福祉という広範な分野に関わる

ことから、複数の分科会や部会で構成され、通常は、各分科会等において、

調査・審議が執り行われることになります。  

また、専門分科会等の設置については、法令で義務付けられているもの（法

定必置）と、必要に応じて設置するもの（任意設置）があり、本市社会福祉

審議会の構成と役割については、下記のとおりとなります。  

 

 

 

≪調査審議事項≫

◎法定必置

◎法定必置

◎法定必置

●任意設置

●任意設置

◆身体障害の程度に関する事項
◆医師の指定・指定取消しに関する事項

児 童 福 祉 専 門 分 科 会
◆子ども子育て支援事業計画に関する事項
◆その他の児童の福祉に関する事項

地 域 福 祉 専 門 分 科 会 ◆地域福祉活動の推進・支援等に関する事項

≪専門分科会等≫

（
仮
称

）
越
谷
市
社
会
福
祉
審
議
会

民生委員審査専門分科会 ◆民生委員の推薦・解職等、適否に関する事項

障害者福祉専門分科会 ◆障害者の福祉に関する事項

審 査 部 会
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■越谷市社会福祉審議会障害者福祉専門分科会とは  

  

中核市移行前は、障害者基本法に基づく合議制の機関である越谷市障害

者施策推進協議会を条例設置しており、ここで障がい者の福祉に関する事

項について、ご審議いただきました。 

平成２７年４月の中核市移行により、障害者施策推進協議会と同様の目

的を持った障害者福祉専門分科会が設置されましたので、障害者施策推進

協議会の機能を障害者福祉専門分科会に移行し、平成２７年３月３１日を

もって障害者施策推進協議会は廃止となりました。 

○調査審議事項（越谷市障害者施策推進協議会からの機能移行） 

  ・障がい者計画の策定及び推進に関すること 

  ・障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関すること 

  ・障がい福祉計画の策定に関すること 

 

 ○委員 

  ・社会福祉事業に従事する者  ３名 

  ・学識経験のある者     １４名（うち３名が公募委員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生委員審査  
専門分科会  

児童福祉  
専門分科会  

地域福祉  
専門分科会  

障害者施策  
推進協議会  

障害者福祉  
専門分科会  

審査部会  

専門分科会  

中核市移行後  
（平成２７年４月）  

中核市移行前  

越谷市社会福祉審議会  

機能移行  

以下の事項の調査審議を行う。  
・障がい者計画の策定及び推進
に関すること  

・障がい者に関する施策の総合
的かつ計画的な推進に関する
こと  

・障がい福祉計画の策定に関す
ること  


